
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国健康保険協会  山梨支部  

〒400-8559 甲府市丸の内３－３２－１２ 

      甲府ニッセイスカイビル７階 
 
      ☎ 055-220-7750（代表） 
 
 8：30～17：15（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く） 

ホームページ 協会けんぽ 山梨支部  検索 

各種申請書はホームページからダウンロードできます 

健康保険の給付、任意継続、保険証再交付について   

健康保険証の使用（交通事故、ケンカ等）について   

健康診断、健康相談について                 

保険料率、広報等について               

（業務グループ）055-220-7752 

（レセプトグループ）055-220-7753 

（保健グループ）055-220-7754 

（企画総務グループ）055-220-7751 

 

        

 ７０歳未満の方が、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に健康保険証と併せて提示すると、１ヶ月（１日か

ら末日）の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。 

 ７０歳以上の方は「高齢受給者証」の提示をすると窓口負担が自己負担限度額までとなります。７０歳以上の

方の自己負担限度額については、業務グループ（☎055-220-7752）までお問い合わせください。 

入院予定があるとき 

７０歳未満の方で、月々の外来診療の医療費が高額になりそうなとき 

限度額適用認定証をご利用ください 

被保険者の所得区分 自己負担限度額 多数該当※２ 

① 区分ア 
（標準報酬月額 83 万円以上の方） 

252,600 円＋（総医療費※１－842,000 円）×1％ 140,100 円 

② 区分イ 
（標準報酬月額 53 万円～79 万円の方） 

167,400 円＋（総医療費※１－558,000 円）×1％ 93,000 円 

③ 区分ウ 
（標準報酬月額 28 万円～50 万円の方） 

80,100 円＋（総医療費※１－267,000 円）×1％ 44,400 円 

④ 区分エ 
（標準報酬月額 26 万円以下の方） 

57,600 円 44,400 円 

⑤ 区分オ 
（被保険者が市区町村民税の非課税者等） 

35,400 円 24,600 円 

※１ 総医療費とは保険適用される診療医療の総額（１０割）です。 

※２ 自己負担限度額以上の医療費がかかることが直近 1 年間に３回以上あった場合、4 回目からは“多数該当”となり、自己

負担限度額が軽減されます。ただし、該当月以前の 1 年間の途中で転院した場合など、医療機関で“多数該当”に該当し

ていることが確認できなかった場合は、お手数でも別途高額療養費の請求をしていただくことになります。 

限度額適用認定証をご利用いただくには手続きが必要です。 

入院・外来診療等で高額な医療費を支払う予定がある場合など、お早めに申請手続きをお願いします。 

 

～ 限度額適用認定証の発行までの流れ ～ 

 

 

 

①「健康保険限度額適用認定申請書」 

を協会けんぽ都道府県支部にご提 

出ください。 

 

  

 

③ 保険証と併せて限度額適用認定証を 

提示します。 
  
窓口での支払いが自己負担限度額 

までで済みます。 

 

 

② 限度額適用認定証が 

交付されます。 

 

 1 週 間 程 度 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協会けんぽ加入者の皆さまには、「生活習慣病予防健診（以下、健診）」をご利用いただきましてありがと

うございます。 

健診をご利用いただく際には、下記についてご注意いただきお早めにお申し込みください。 

詳しくは、3月下旬に緑色の封筒で事業所さまへお送りしました「健康診断のご案内」をご覧ください。 

協会けんぽでは、年度内（平成２９年４月～平成３０年３月）に一度、健康診断にかかる費用の

補助をさせていただいております。年に一度は健康診断を受診し、健康状態のチェックにお役立て 

ください。さらに受診後には保健師等による「健康相談（保健指導）」を無料で実施しています。 

協会けんぽより、「健康相談（保健指導）」のご案内がありましたらぜひご利用ください。 

  

  

  

      １．予約をする 
 

ご予約の際、「協会けんぽの補助

を利用したい」旨、健診機関に

お伝えください。 

 

 

ご予約をいただきませんと、 

希望日に受診できない場合が 

ございます。 

２．申込書の記入 
 

・申込書には、健診補助対象者

で、受診を希望される方のみ

ご記入ください。 

・健診を受ける健診機関名と健

診機関コードを必ずご確認く

ださい。 

 

補助対象者以外の方のお名前が 

記入されている場合や、健診機 

関名と機関コードの相違等があ 

りましたら、ご担当者様あてに 

ご連絡させていただきます。 

３．申込書の郵送 
 

ご予約後、ご記入いただいた申 

込書を協会けんぽへお送りくだ 

さい。 

 

 

申込書を協会けんぽあてに提出 

いただきませんと、補助を受け 

ることができない場合がござい 

ます。 

人間ドックの補助について 
 

協会けんぽでは、人間ドックの補助は行っておりませんが、人間ドックをご希望の場合、生活

習慣病予防健診をお申込みいただき、追加したい健診項目（オプション検査（全額自己負担））

と併せて受診できる場合がございます。 

健診予約の際に、各健診実施機関へお問い合わせください。 
 

 

   健診日の変更について 
 

健診機関に変更がなく、健診を受ける日のみ変更の場合は、協会けんぽへの連絡は必要ござい

ません。 

（健診機関を変更される場合は、再度申込書の提出をお願いします。） 


